
 

 

令和３年度事業計画 

 

１ はじめに 

当協会は、平成元年 4月に社団法人として発足し、平成 23年 6月に公益

法人制度改革に伴う公益社団法人として再スタートした。その後、平成 29

年 4月に協会名を神奈川県産業資源循環協会に改称し、産業廃棄物の適正

処理に加え、資源化の推進に関する取組みを通して、生活環境の保全と公

衆衛生の向上を図るとともに県民福祉の向上及び循環型社会づくりの促進

に寄与している。 

 

２ 産業廃棄物業界を取り巻く環境 

(1) 行政の動向 

国においては、本年の産業廃棄物行政の重点取組分野として、最重要課

題のＰＣＢ廃棄物の期限内処理、廃プラスチック類対策、デジタル化の推

進、不法投棄原状回復に係る基金の運用及び産業廃棄物処理業の振興に取

組むとしている。 

廃プラスチック類対策では、昨年 10月に定めた「プラスチックの輸出に

係るバーゼル法該非判断基準」の適切な運用とともに、プラスチックリサ

イクル設備等の導入支援を通じた国内でのプラスチック資源循環体制の構

築に取組む。デジタル化の推進では電子マニフェストの更なる普及拡大や

諸手続きのオンライン化、産業廃棄物処理業の振興では外国人実習制度を

産業廃棄物処理業でも活用できるよう支援を行うこととしている。 

このほか、2050年カーボンニュートラル、脱炭素化社会の実現に向けた

廃棄物分野の対策の検討等の施策を講じていくとしている。 

    神奈川県においては、循環型社会づくり計画に基づき、「廃棄物ゼロ社

会」を目指し、「資源循環の推進」「適正処理の推進」及び「災害廃棄物対

策」の 3つの施策を柱に、安全安心な適正処理を前提に、資源循環の推進

に取組んでいる。これらの計画目標の達成のため、資源循環の推進では、

廃プラスチック類等の資源循環推進に係るリーフレット等による排出事業

者への情報提供や循環資源を原材料としたリサイクル製品の認定等による

循環型社会ビジネスの振興など産業廃棄物の３Ｒの推進に取組み、産業廃

棄物の排出抑制・再使用・再生利用を推進している。また、適正処理の推

進では、優良産業廃棄物処理認定制度運用や PCB廃棄物の確実な処理、不

法投棄・不適正保管の未然防止対策の推進などに取組んでいる。 

このほか、災害廃棄物処理の適正かつ円滑・迅速な処理に向け、処理に

係る協力体制の構築に取組んでいる。 

 

(2) 業界の動向 

全国の平成 30年度産業廃棄物総排出量は約 3億 7,577万トンで、前年度

に比べ約 777万トン(約 2%)減少し、漸減傾向が続いている。産業廃棄物の 



 

 

 

 

処理の割合は、全体の 52％が再生利用、45％が中間処理等による減量化、

2％が最終処分と推計されている。 

また、公益社団法人全国産業資源循環連合会（全産連）の「産業廃棄物

処理業景況動向調査」（2020年 7－9月期）によれば、経営上の問題点とし

て、「需要の停滞」が 2期連続 1位、前期 3位であった「修理修繕等の増

加」が 2位となり、コロナ禍や修理費用等の増加が経営を圧迫しているこ

とが伺える。11期連続 1位であった「従業員の不足」は 3位であった。 

こうした状況において、全産連では産業廃棄物業界の健全な発展を図る 

ため、産業廃棄物処理産業の振興法の制定に向けた活動を進めるとともに、

業務主任者資格制度創設を目指すほか各種人材育成事業、地球温暖化対策の

推進、労働災害防止に資する支援方策の実施などに取り組むとしている。 

 

３ 協会の取組み 

昨年は世界中が新型コロナウイルスという未曽有の事態に直面し、廃棄物

処理業は政府の基本的対処方針において国民生活・国民経済の安定確保に不

可欠な業務を行う事業者として位置付けられ、緊急事態宣言時においても事

業の継続を求められている。 

新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、今後の状況を注視し

つつ、安心・安全で円滑な産業廃棄物処理の確保と資源循環の推進に取組む

必要がある。 

こうした状況や業界を取り巻く社会経済環境等を踏まえ、当協会は、引き

続き適正処理の推進を図るとともに、再生資源の創り手として循環型社会づ

くりにおける重要な役割を担うほか、業界の社会的地位を高める取組みを進

める。 

そのため、コンプライアンスの徹底や情報の収集・提供、人材育成の推進、

労働災害の防止、災害時における廃棄物処理の支援対応など、市民の理解と

信頼を得る効果的な事業を推進し、公益社団法人としての責任を果たしてい

く。 

事業の推進にあたっては、関係団体との更なる連携が必要であり、これま

で以上に、行政や排出事業者等と共に活動できる枠組みも検討していく。 

併せて、会員の満足度を一層高めるよう、会員のニーズに応えられる事業

を推進する。 

  



 

 

公益目的事業 

１ 産業廃棄物の適正処理のための法的事項、安全衛生等の普及啓発及び情報

提供等による普及啓発 

(1) 法定事項の遵守、コンプライアンス等の向上及び不法投棄・不適正処

理の防止の普及啓発並びに調査研究に基づく普及啓発 

ア 法定事項の遵守、コンプライアンスの向上の普及啓発 

適正処理のコンプライアンスの向上・徹底を図るため、産業廃棄物の

処理に係る法定事項である委託契約書、マニフェスト（産業廃棄物管理

票）及び帳簿記載の遵守を徹底するとともに、委託契約書、マニフェス

ト等の頒布を行う。 

併せて、許可申請のための講習会の実施協力を行う。 

また、処理業者、排出事業者及び行政と連携して、セミナー等により

排出事業者責任の普及啓発、電子マニフェストへの加入促進等に取り組

む。 

・マニフェスト等の普及啓発事業 

・産業廃棄物処理業者基本台帳の整備・許可期限の通知事業 

・許可講習会等の実施協力事業 

・排出事業者・行政との懇談会等の事業 

イ 不法投棄・不適正処理の防止の普及啓発 

産業廃棄物の不法投棄・不適正処理を防ぐため、神奈川県、市町村等

が行う廃棄物不法投棄防止・撲滅キャンペーン事業に参加し、不法投棄 

・不適正処理の防止を普及啓発するとともに、会員の優良事業所や優良

従業員を顕彰する。 

・不法投棄防止等キャンペーン参加 

・適正処理顕彰事業 

ウ 調査研究に基づく普及啓発 

産業廃棄物の種類や処理形態に応じた適正処理の課題を調査研究し、

その成果を手引書、マニュアル等として公表・発行して普及啓発すると

ともに、制度改善等が望まれるものは、関係行政機関等に改善を提言

し、その内容を機関誌「さーきゅれーしょん」に掲載して公表する。 

・適正処理調査研究・普及啓発事業 

・低炭素化の取組みの普及啓発 

・予算及び施策等の提言 

 

(2) 資料・情報の収集・提供、広報による普及啓発 

産業廃棄物の処理及び資源循環に関する情報を収集・提供し、産業廃

棄物の適正処理・資源化を普及啓発する。 

ア 法令・行政情報等の収集・提供 

法令改正・諸通知等の行政情報、会員情報等を収集し、情報提供等の

基礎資料とするとともに、関連する情報提供の充実を図る。 



 

 

・情報収集・提供事業 

イ ネット媒体を利用した情報提供 

協会のホームページを運営し、県民、排出事業者、処理業者等へ産業

廃棄物の適正処理及び資源循環の推進のために分かりやすい情報提供を

行うとともに、会員への情報提供の充実と迅速化を図る。 

・ホームページ運営 

・メールマガジン配信 

・フェイスブックの更新  

ウ 機関誌による情報提供・広報 

機関誌「さーきゅれーしょん」を発行、配布等するとともに、内容の

充実を図り、処理業者、排出事業者、行政及び県民に適正処理と資源循

環に関する協会事業や行政情報、関連情報等を広報する。 

・機関誌「さーきゅれーしょん」発行事業 

 

(3) 安全衛生の向上・徹底の普及啓発 

適正処理推進の基盤である労働者の安全・安心と経営の安定化に向け

て、令和 2年度に作成した労働災害防止計画に基づき、安全衛生の徹底

と対策の普及啓発を進める。 

ア 安全衛生パトロールや安全診断等による普及啓発 

職場の安全衛生パトロールについては、専門家の同行等により取組み

の充実を図るとともに、専門家による安全診断の実施や全国安全週間等

の周知啓発など労災防止の取組を強化する。また、職場の状況・実態に

応じた安全衛生方策の確立を支援し、処理現場の改善を着実に進める。 

・安全衛生パトロール事業、安全診断事業 

・全国安全週間の周知啓発等 

イ 安全衛生の情報収集・提供 

安全衛生に関する情報の収集・提供を充実させることにより、安全衛

生意識を一層高めるとともに、事業所における管理体制の整備、セミナ

ー実施等による技術や設備の改善を図り、職場における各種対策の徹底

を図る。 

・安全衛生大会、セミナー等による情報提供や啓発 

・全産連安全衛生支援ツールの提供 

・フルハーネス型墜落防止用器具使用作業に係る特別教育 
・安全運転教習事業 

ウ 安全衛生事例による普及啓発 

会員企業の労働災害やヒヤリ・ハット事例の調査結果を取りまとめ、

労災防止の参考となる好事例もあわせて機関誌「さーきゅれーしょん」

等に掲載する。また、労働災害防止マニュアル等を活用し、処理現場に

おける見直しや改善を促す。 

・安全衛生事例調査研究・普及啓発事業 



 

 

・調査事例の機関誌への掲載 

・収集運搬労災防止啓発用配布物の作成 

エ 安全衛生優良事業所等の顕彰による普及啓発 

社員総会において安全衛生優良事業所とその担当役員・従業員の顕彰

を行い、安全衛生の普及啓発に資する。 

・安全衛生表彰事業 

 

(4) 全産連等との連携による適正処理の普及啓発 

都道府県域を超えて処理される産業廃棄物の適正処理を推進するため、

全国の処理業者や関係団体と連携・協力して適正処理を普及啓発する。 

ア 全産連との連携による適正処理の推進 

公益社団法人全国産業資源循環連合会（全産連）の役員・委員として

管理運営や諸事業に参画し、国等からの指導・助言を受け、情報を収集

し、共通課題を協議・調査研究し、課題解決を進めて、適正処理を普及

啓発する。 

・全産連連携普及啓発事業 

・全産連事業の活用による人材育成 

 

イ 関係団体との連携による適正処理の推進 

産業廃棄物の適正処理を推進するため、排出事業者等の関係団体や近

隣都県の協会との情報交換、事業への参加等により、連携して適正処理

を普及啓発する。 

・関係団体連携普及啓発事業 

・一都三県建設混合廃棄物意見交換会（東京・千葉・埼玉協会） 

・一都二県医療廃棄物合同懇談会（東京・静岡協会） 

 

(5) 体験学習等による普及啓発 

県民、生徒、大学生等に産業廃棄物の適正処理や処理業界への理解と

認識を深めてもらうため、会員事業所等において産業廃棄物の排出から

処理までの過程の見学・体験等を通じ、産業廃棄物処理の重要性や処理

業界・協会の取組みを広く社会に知ってもらう。 

・見学会・体験学習・マイタウンティーチャー等の出前講座等の実施 

・各種広報媒体への情報提供 

 

(6) 県受託事業等の推進 

循環型社会の形成と環境保全を図るため、県等と連携して産業廃棄物の

適正処理の推進及び資源循環の推進に関する調査研究やセミナーの開催、

普及啓発などを実施する。 

   ・食品廃棄物の削減に向けた普及啓発等事業 

   ・廃プラスチック類の資源循環推進に係る普及啓発等事業 



 

 

    

２ 産業廃棄物の適正処理及び資源循環の推進に関する研修会、講習会等の開

催及び後継者等の人材育成 

(1) 研修会、講習会等の開催 

産業廃棄物処理業者及び排出事業者の適正処理、資源循環等に関する

意識と資質の向上及び産業廃棄物処理業界の労働安全衛生水準の向上の

ため、法令、知識、技術及び技能に関する研修会、講習会、セミナー及

び視察見学会を開催する。 

・講習会等開催事業 

・セミナー・視察見学会開催事業（各委員会・部会） 

・安全運転教習事業（再） 

・産業廃棄物処理検定直前法令研修会開催事業 

・フルハーネス型墜落防止用器具使用作業に係る特別教育（再） 

 

(2) 後継者、若手経営者等の養成 

産業廃棄物処理業の後継者を育成するため、処理業の知識や経営、教

養などに関する研修会を行う。また、青年部会の自主企画による産業廃

棄物に係る社会貢献活動等を行う。 

・後継者・若手経営者等研修会事業 

・青年部会実施公益目的事業 

   

３ 産業廃棄物に関する相談対応、指導・助言及び処理業者の紹介 

処理業者、排出事業者、県民等からの産業廃棄物処理に関する相談や苦情

申し出に対応して適切な処理を指導・助言し、廃棄物の処理を必要とすると

きは専門の処理業者等を紹介する。 

・産業廃棄物処理相談、指導・助言事業 

 

４ 災害廃棄物の処理の支援等 

地震等の大規模災害発生時の災害廃棄物の処理支援を希望する市町村と災

害廃棄物処理支援協定を締結し、災害時に向けた情報や意見交換を行うとと

もに、協会における災害廃棄物処理等支援本部連絡体制の確認と地区会員連

絡網等の整備・確認を行う。また、協定に基づき協力要請があった場合は、

会員による災害廃棄物処理の支援を行う。 

さらに、新型コロナウイルス感染症等特定の廃棄物処理について行政から

協力要請された場合は、対応可能な会員の協力により支援を行う。 

・処理支援協定締結事業 

・処理支援体制整備・確認等事業 

・災害廃棄物処理協定に基づく支援事業 

・神奈川県、市町村等と連携した訓練等への参加 

・行政からの協力要請に対応した支援事業   



 

 

共益事業 

１ 会員及びその従業員の元気回復、懇親等の福利厚生に関する事業 

会員及びその従業員の精神的安定、元気回復等のため、ゴルフコンペ、観

劇会、懇親会その他の福利厚生事業を行う。 

・ゴルフコンペの開催 

・観劇会の開催 

・釣り大会の開催 

・会員、会員の従業員等の懇親事業 

 

２ 会員及びその従業員の県外施設見学会等に関する事業 

会員による先進・模範的な県外処理施設や取組等の視察見学会を行う。 

・県外施設視察見学会等の開催 

 

３ 会員に対する各種資料の配布や情報提供に関する事業 

法令改正等が行われたとき又は産業廃棄物の適正処理のための資料が発行

されたときは、会員にその資料を配布するなど会員向けの情報提供を行う。 

・業務関係資料等配布事業 

 ・会員専用サイトの運営 

 

管理事業 

１ 総会、理事会等の開催 

協会運営の基本となる事項を協議・決定するため、社員総会、理事会、常

任理事会、役員推薦（選考）委員会、企画・財政委員会等を開催する。 

また、地区委員会及び専門委員会にあっては、相互に情報共有を図りつつ、

所管事項に関して効果的な取組みを進める。 

・総会開催 

・理事会・常任理事会等の開催事業 

 

２ 組織の強化・拡大、加入促進 

未加入業者の加入促進の取組みを強化するとともに、協会の組織強化・拡

大に取り組む。 

・会員入退会、名簿の作成・修正 

・会費収入管理 

・会員加入促進に向けた普及啓発 

・協会のあり方や財政基盤の確保についての検討 

 

３ 事務局の運営 

協会運営に必要となる事務局業務について、効果的・効率的な運営を行う。 

・調査回答事務（協会の管理に係るものに限る。） 

・全産連等関係事業 



 

 

・事務局管理運営事業 

 

４ 公益法人制度に基づく処理 

公益社団法人として法律に基づき適切な法人運営を行う。 

・定款改正に伴う認可、報告等の手続き 

・事業実施報告等 

 

 

 

総会・理事会の開催予定日  

令和３年 ５月１９日  第６期第 ９回 定時理事会 

令和３年 ６月１６日  第６期第 10回 定時理事会 

令和３年 ６月１６日  令和３年度定時社員総会 

令和３年 ９月 ８日  第７期第 １回 定時理事会 

令和３年１２月 ８日   第７期第 2回 定時理事会 

令和４年 ３月 ９日  第７期第 3回 定時理事会 


